
本校における公益財団法人 藤本奨学会 
令和 8年度奨学金の取り扱いについて（募集概要） 

制度名 令和 8年度奨学金 

実施者名 公益財団法人 藤本奨学会 

制度の概要 
将来の滋賀県を支える滋賀県在住の生徒諸君の修学を援助するため、無返済、無拘束（教養講座へ
の出席を除く）の奨学金を給付するものです。 ※『藤本奨学会 奨学生募集要項』 より抜粋 

対象者 高等学校に進学する中学 3年生 

給付の内容 

給付額 月額 15,000円（年額 180,000円）返済の義務はありません 

給付方法 毎年本人の指定する銀行口座へ振込みされます 

給付期間 高等学校在学期間（但し、3年間を限度とする） 

募集人数 30名（原則として各中学校 1名） 

申請手順① 
申請に必要な書類を本校事務室窓口で資料請求します。 
【事務室窓口の資料請求期間】 2025年 10月 14日(火)~2025年 10月 24日(金) まで 

申請手順② 募集概要(本紙)に基づき、申請に必要な書類を準備します。 

申請手順③ 

次の(1)~(3)の提出書類を事務室へご提出ください。 
【申請書類提出締切日】 2025年 11月 4日(火) 17:00 まで 
※(4)推薦書は HR担任の先生に作成いただき、提出された申請書類に添付し、学校から財団へ 
提出いたします。 

(1) 願書 ※用紙は指定様式

(2) 作文 「将来の希望」 ※用紙は指定様式。400字詰めの原稿用紙 2枚以内 

(3) 課税証明書
2025年度（2024年度分）の課税証明書 （全項目証明） 
※保護者が父母の場合は 2名分提出して下さい。
（無職又は一方の扶養に入っている場合も提出が必要です。）

(4) 推薦書
※推薦決定者のみ発行いたします。申請時に「交付願」を提出してください。
【証明書類発行の受付期間】 2025年 11月 4日(火)まで

選考 

学内選考 応募者多数の場合は、本校より 1名を選考して推薦します。 

財団での選考 
毎年 2月に開催される財団の選考委員会において、推薦書及び作文を審査し 
奨学生が決定されます。 

選考通知 財団より結果通知を受取り次第、申請者へ通知します。 

その他 

教養講座について 
①奨学生に選ばれた人は、毎年夏休み（8 月を予定）に開催される教養講座に必ず出席してください。
（教養講座は 2時間程度・交通費支給）*保護者・付き添いの方の参加も可（交通費支給）
②講師、テーマ、日時、場所については、教養講座開催日の約 1 ヶ月前に奨学生へ通知されます。

担当窓口 

資料請求・申請書類提出・お問い合わせは下記窓口へお願いします。 
立命館守山中学校・高等学校事務室 窓口（奨学金担当） 
★事務室受付時間
月曜日～金曜日 8:30～17:00
（但し、学校行事等により変更となることがあります。）


